
　市では、４年度から東久留米消防署が面する「さいわい通り」（下図参照）
において、電線共同溝方式による無電柱化を進めます。事業は、電線共同
溝整備の支障となる既存埋設物の移設から開始し、完了まで７年程度を要
する見込みです。
　この間、ご不便をおかけいたしま
すが、安全に工事を進められるよう
努めますので、皆さまのご理解とご
協力をお願いします。
l道路計画課道路交通計画係☎０４２
・４７０・７７６８（市nか
ら事業のスケジュール
などをご覧いただけま
す）

４年度から「さいわい通り」の無電柱化を進めます４年度から「さいわい通り」の無電柱化を進めます
道路の無電柱化を進めています道路の無電柱化を進めています

　無電柱化とは、電線類を地中
に埋設する電線共同溝（右図参
照）方式などの手法により、道
路上から電柱や電線をなくすこ
とをいいます。
　電柱や電線をなくすことで、
災害時に電柱の倒壊によって道
路が塞がれて、避難や救助活動
ができなくなるような事態を防
ぐとともに、日常においても歩
行空間が広がることで安全かつ
円滑な交通が確保でき、さらに
は良好な景観を形成することが
できます。

　「人にやさしいデジタル化」を実現すべく、行
政管理課と情報管理課を統合し、DX（デジタル
・トランスフォーメーション）を全庁横断的に
推進する統括組織として「行政経営課」を創設し
ます。また、公共施設マネジメントの推進も
DX推進と並行して確実に行う必要があること
から、公共施設マネジメント担当課長を行政経
営課に設置します。併せて、情報管理課に所属
していた統計調査部門を総務課へ移管します。
　なお、このことに伴う市役所内のレイアウト
変更は、４月中を予定しています。
l企画調整課☎０４２・４７０・７７０２

　市では、都市防災機能の強化（防災）、安全で快適な
歩行空間の確保（安全・快適）、良好な都市景観の創出
（景観）の３つの基本方針と、電線共同溝
方式を基本とした整備、都市計画道路事
業との同時整備※の２つの整備方針のも
と、市の道路の無電柱化を計画的に推進
しています。
　計画の詳細は、市nなどでご覧いただけます。
　※�現在、着手している東村山都市計画道路３・４・
１３号線（本町二丁目～小山三丁目地内）および３
・４・２１号線（幸町五丁目～小山二丁目地内）の
整備事業においても、無電柱化を同時に進めます。

市n

図　組織改正前後の所管事務
改正前（３月31日まで）

行政管理課

総務課情報管理課

改正後（４月１日から）

・行財政改革の推進に関するこ
と

・公共施設等の総合的かつ計画
的な管理の推進に関すること
など

・経営戦略の推進に関すること
・DXの推進および総合調整に関すること
・電子計算組織の管理運営等に関すること
・公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進に
関すること　など

・情報化の推進や電子計算組織
の総合調整に関すること

・基幹統計、その他の統計調査
に関すること　など

・基幹統計、その他の統計調査に関すること　など
※総務課の従来の事務に、上記の事務が加わりま
す。

新設行政経営課

電線共同溝（イメージ）

図　さいわい通り無電柱化実施区間

さいわい通り
商工会館消防署

市民農園
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福祉センター 生涯学習センター

まろにえ
富士見通り
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無電柱化実施区間
618m

市n 無電柱化を進める「さいわい通り」

無電柱化された道路（神宝町一丁目）

出典：国土交通省ウェブサイト
（https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_1４.html）

４月から
市役所の組織が一部変わります

◎無電柱化とは ◎市の無電柱化推進計画
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毎月１日・１５日発行

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。



新型コロナウイルス感染症相談窓口　〜まずは電話で相談を〜
新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある方の受診相談
※かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。
●東京都発熱相談センター☎03・5320・4592　☎03・6258・5780
　（24時間、土曜・日曜日、祝日も受付）
●東京都多摩小平保健所☎042・450・3111
　（土曜・日曜日、祝日を除く午前9時〜午後5時受付）
新型コロナウイルス感染症に関する一般的内容（予防など）の相談
●厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）
　☎0120・565653
　（午前9時〜午後9時。土曜・日曜日、祝日も受付。多言語対応）
●東京都新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
　（新型コロナ・オミクロン株コールセンター）☎0570・550571
　（午前9時〜午後10時。土曜・日曜日、祝日も受付。多言語対応）

新型コロナウイルスワクチンに関する相談窓口
ワクチン接種に関する一般的な内容について
●厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　☎0120・761770（午前9時〜午後9時。土曜・日曜日、祝日も受付）
●�（厚生労働省）新型コロナウイルス関連及びワクチンについての聴覚障害者
相談窓口
　FAX：03・3581・6251　m：corona-2020@mhlw.go.jp
ワクチン接種に関する市の対応（接種の予約や会場など）について
●東久留米市新型コロナワクチンコールセンター
　☎042・420・7177（かけ間違いのないようにご注意ください）
　（土曜・日曜日、祝日を除く午前9時〜午後5時受付）
　FAX：042・477・0033（聴覚に障害のある方などの相談）

引き続き、感染対策を意識し、「３つの密（密閉・密集・密接）」の回避、人と
人との距離の確保、「手洗い・咳エチケット・マスク着用」などの、一人ひと
りの感染防止対策の徹底にご協力をお願いします。 市n
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表　国民健康保険への加入・脱退手続き
国民健康保険に加入するとき 手続きに必要なもの

市内に転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
勤務先の健康保険をやめたとき 勤務先の健康保険をやめた証明書（資格喪失証明書など）
勤務先の健康保険の被扶養者から外れたとき 被扶養者から外れた証明書

国民健康保険の世帯に子どもが生まれたとき 被保険者証・母子健康手帳・分娩に係る領収明細書・世帯主名義の口座
番号の分かるもの

生活保護が廃止になったとき 生活保護受給証明書
※�手続きには、世帯主および対象となる方のマイナンバー確認書類（マイナンバーカードなど）と手続きする方の身元確認書類（免許
証など）が必要です。また、住民票が同一世帯の方ですでに国民健康保険に加入している方がいる場合には、その方のマイナンバ
ー確認書類も必要です。

国民健康保険を脱退するとき 手続きに必要なもの
市から転出するとき 被保険者証
勤務先の健康保険に入ったとき、または被扶
養者になったとき 国民健康保険と勤務先の両方の被保険者証（全員分）

被保険者が死亡したとき 被保険者証・喪主であることが確認できるもの（会葬御礼のハガキ、葬
儀代の領収証）・喪主の口座番号が分かるもの

生活保護を受けることになったとき 生活保護受給証明書
※�手続きには、世帯主および対象となる方のマイナンバー確認書類（マイナンバーカードなど）と手続きする方の身元確認書類（免許
証など）が必要です。

※�国民健康保険の資格がなくなってから同保険の保険証を使用して医療を受けた場合、市が医療機関へ支払った医療費を返還してい
ただくことになりますので、ご注意ください。

対象者３回目の接種券をお持ちの方
　※�２回目の接種を３年9月1６日〜３0日に行った方には接種券を３月2５日
に発送済みです。接種券の到着まで１週間程度かかることがあります。

予約方法集団接種予約サイトでのウェブ予約または市コールセンターへの電
話による代行予約
予約受付開始日時４月６日㈬午前９時から
　※同日時から集団接種予約サイトを公開します。
接種日時・ 会場など実施時間は、市民プラザが正午〜午後６時、わくわく健
康プラザが午後１時4５分〜４時4５分
　①４月29日 …市民プラザ、わくわく健康プラザ
　②４月30日㈯…市民プラザ、わくわく健康プラザ
　※�ワクチンは①・②の各日1，９00人分（予定）で、モデルナ社製です。
　※�市民プラザは集団接種実施日終日、接種予約者以外は利用できません。

集団接種予約サイト市n

l市新型コロナワクチンコールセンター
（市コールセンター）☎042・420・７1７７
　※詳細は市nをご覧ください。

新型コロナウイルス
ワクチン関連情報

◎４月２９日・３０日の集団接種の日程予約を４月６日から開始します
　２回目の接種を３年10月１日〜1５日に行った方への接種券は４月
８日㈮に発送予定です。接種券の到着まで１週間程度かかることがあ
ります。

◎３回目接種券の発送

　個別接種では、ファイザー社製ワクチンのほか、４月以降も継続し
てモデルナ社製ワクチンを使用します。

◎個別接種で使用するワクチン

　２回目のワクチン接種後に東久留米市に転入した方
や、国外で２回接種をした方などは、３回目の接種券
の発行に当たって申請が必要です。申請書は転入手続
き時に市民課でお渡ししているほか、市nからも交付
依頼することができます。

◎３回目接種券の発行に申請が必要な方

３回目接種券
交付依頼フォーム

4．4．1 ２

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

市民生活

　新型コロナウイルス感染症の影響により、市公共施設の利用制限
および市主催イベントなどを中止・延期している場合があります。
　最新の市の新型コロナウイルス関連情報は、市nをご覧ください。



子
ど
も

と
教
育

就
学
援
助
の
申
請
受
付

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な

ど
に
よ
っ
て
、
公
立
小
・
中
学

校
で
か
か
る
費
用
が
大
き
な
負

担
と
な
っ
て
い
る
ご
家
庭
に
対

し
て
、
教
育
費
の
一
部
を
援
助

し
て
い
ま
す
。

e
４
年
度
に
制
度
の
対
象
と
な

る
方
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
で
す

（
１
）生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は

廃
止
を
受
け
た
方（
た
だ
し
、

認
定
基
準
を
上
回
る
収
入
が
あ

る
場
合
や
転
出
の
場
合
を
除

く
）

（
２
）市
民
税
、
個
人
事
業
税
、

固
定
資
産
税
、
国
民
健
康
保
険

税
、
国
民
年
金
の
掛
金
な
ど
が

減
免
の
方

（
３
）児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を

受
け
て
い
る
方

（
４
）生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る

世
帯（
準
要
保
護
）で
、
生
計
を

一
に
す
る
全
員
の
令
和
３
年
分

の
総
収
入
が
認
定
基
準
以
下
の

方　
認
定
基
準
な
ど
の
詳
細
は
、

４
月
上
旬
に
児
童
・
生
徒
を
通

じ
て
配
布
す
る「
就
学
援
助
に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ
」を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
期
間
４
月
１１
日
㈪
～

１５
日
㈮
の
午
前
９
時
～
正
午
と

午
後
１
時
～
５
時

　
※
１３
日
㈬
は
午
後
７
時
ま
で
。

受
付
会
場
市
役
所
６
階
６
０
２

会
議
室

l
学
務
課
学
事
係
☎
０４２
・
４
７

０
・
７
７
７
９

児
童
扶
養
手
当
・ 

特
別
児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
・
特
別 

児
童
扶
養
手
当
の
改
定

　
４
年
４
月
分
か
ら
次
の
通
り

改
定
さ
れ
ま
し
た
。

◎
児
童
扶
養
手
当（
月
額
）

本
体
額
▼
全
部
支
給
＝
４
万
３

１
６
０
円
→
４
万
３
０
７
０
円

▼
一
部
支
給
＝
４
万
３
１
５
０

円
～
１
万
１
８
０
円
→
４
万
３

０
６
０
円
～
１
万
１
６
０
円

第
２
子
加
算
額
▼
全
部
支
給
＝

１
万
１
９
０
円
→
１
万
１
７
０

円
▼
一
部
支
給
＝
１
万
１
８
０

円
～
５
１
０
０
円
→
１
万
１
６

０
円
～
５
０
９
０
円

第
３
子
以
降
加
算
額
▼
全
部
支

給
＝
６
１
１
０
円
→
６
１
０
０

円
▼
一
部
支
給
＝
６
１
０
０
円

～
３
０
６
０
円
→
６
０
９
０
円

～
３
０
５
０
円

　
※
５
月
期
支
払
い
分（
３
月

～
４
月
分
）は
、
３
月
分
が
改

定
前
、
４
月
分
が
改
定
後
の
金

額
と
な
り
ま
す
。

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当（
月
額
）

　
▼
１
級
＝
５
万
２
５
０
０
円

→
５
万
２
４
０
０
円
▼
２
級
＝

３
万
４
９
７
０
円
→
３
万
４
９

０
０
円

　
※
８
月
期
支
払
い
分（
４
月

～
７
月
分
）か
ら
改
定
後
の
手

当
額
と
な
り
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
を 

振
り
込
み
ま
す

　
３
年
１２
月
～
４
年
３
月
分
の

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
４
月
１１

日
㈪
に
指
定
預
金
口
座
に
振
り

込
み
ま
す（
今
回
の
振
り
込
み

は
、
改
定
前
の
金
額
で
す
）。

金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入
金
が

遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
６

東
京
都
子
育
て
支
援
員

研
修
受
講
生
募
集

　
保
育
や
子
育
て
支
援
分
野
に

従
事
す
る
上
で
必
要
な
知
識
や

技
能
な
ど
を
有
す
る「
子
育
て

支
援
員
」の
養
成
研
修（
第
１

期
）で
す
。
今
回
は
、
地
域
保

育
コ
ー
ス
で
す
。

a
６
月
か
ら
順
次
研
修
開
始

c
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修（
一
部
集

合
研
修
あ
り
）

　
※
実
施
方
法
や
日
程
な
ど
の

詳
細
は
、
募
集
要
項
ま
た
は
公

益
財
団
法
人
東
京
都
福
祉
保
健

財
団
n
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

e
都
内
在
住
ま
た
は
在
勤
で
、

今
後
子
育
て
支
援
員
と
し
て
就

業
す
る
意
欲
の
あ
る
方

k
４
月
１
日
㈮
～
１５
日
㈮
に

（
必
着
）、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
し
込

み
ま
た
は
所
定
の
申
込
書（
市

区
町
村
窓
口
ま
た
は
n
か
ら
入

手
可
）を
公
益
財
団
法
人
東
京

都
福
祉
保
健
財
団
宛
て
郵
送

（
簡
易
書
留
）

l
同
財
団
☎
０３
・
３
３
４
４
・

８
５
３
３

　
※
そ
の
他
、

本
研
修
制
度

全
般
に
つ
い

て
の
ご
質
問

は
都
福
祉
保
健
局
少
子
社
会
対

策
部
計
画
課
☎
０３
・
５
３
２
０

・
４
１
２
１
へ
。高

齢
者

・
福
祉

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス 

新
規（
４
月
～
９
月
） 

購
入
手
続
き

　
都
営
交
通
・
都
内
民
営
バ
ス

な
ど
が
利
用
で
き
る「
東
京
都

シ
ル
バ
ー
パ
ス
」を
購
入
で
き

ま
す
。

有
効
期
限
９
月
３０
日
㈮

e
都
内
に
住
所
を
有
す
る
満
７０

歳
以
上
の
方

g
次
の
通
り

①
住
民
税
が
課
税
の
方
＝
１
万

２
５
５
円（
４
月
～
９
月
の
申

し
込
み
は
有
効
期
間
が
短
い
た

め
、
全
額
２
万
５
１
０
円
の
半

額
で
す
）

②
住
民
税
が
非
課
税
の
方
＝
１

０
０
０
円

③
住
民
税
が
課
税
で
、
合
計
所

得
金
額
が
１
３
５
万
円
以
下
の

方
＝
１
０
０
０
円

必
要
書
類
本
人
確
認
書
類（
健

康
保
険
証
ま
た
は
運
転
免
許
証

な
ど
）。
た
だ
し
、
前
記
費
用

の
②
・
③
に
該
当
す
る
方
は
次

の（
ア
）～（
ウ
）の
い
ず
れ
か
１

点
も
追
加
で
必
要
と
な
り
ま
す
。

（
ア
）「
介
護
保
険
料
額
決
定
通

知
書
兼
納
入
通
知
書
」の
所
得

段
階
区
分
欄
に「
第
一
段
階
～

第
六
段
階
」の
い
ず
れ
か
の
記

載
の
あ
る
も
の

（
イ
）住
民
税
課
税
証
明
書
ま
た

は
非
課
税
証
明
書

（
ウ
）生
活
保
護
受
給
証
明
書

i
▼（
ア
）は
再
発
行
で
き
ま
せ

ん
。
お
手
元
に
な
い
場
合
は

（
イ
）の
取
得
を
▼（
イ
）は
課
税

課（
市
役
所
２
階
）ま
た
は
各
連

絡
所
で
取
得
可
▼（
ア
）（
イ
）は

４
年
度
の
書
類
が
発
行
さ
れ
る

ま
で
の
間
は
３
年
度
の
書
類
で

代
用
可
▼（
ウ
）は
４
月
１
日
以

降
に
発
行
さ
れ
、
生
活
扶
助
受

給
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る

k
最
寄
り
の
バ
ス
営
業
所
・
都

営
地
下
鉄
定
期
券
販
売
所
な
ど

の
シ
ル
バ
ー
パ
ス
発
行
窓
口
で

l
東
京
バ
ス
協
会
シ
ル
バ
ー
パ

ス
専
用
電
話
☎
０３
・
５
３
０
８

・
６
９
５
０（
平
日
午
前
９
時

～
午
後
５
時
）

手
話
講
習
会 

受
講
生
募
集

　
聴
覚
に
障
害
の
あ
る
方
へ
の

理
解
を
深
め
、
将
来
的
に
手
話

通
訳
を
目
指
す
方
を
養
成
す
る

た
め
、
手
話
講
習
会
を
実
施
し

ま
す
。

期
間
▼
入
門
ク
ラ
ス
・
基
礎
ク

ラ
ス
＝
５
月
１６
日
㈪
～
５
年
２

月
▼
応
用
ク
ラ
ス
・
実
践
ク
ラ

ス
＝
５
月
１２
日
㈭
～
５
年
３
月

　
※
時
間
は
い
ず
れ
も
午
前
９

時
４５
分
～
１１
時
４５
分
。

b
市
役
所
内
会
議
室

g
無
料（
テ
キ
ス
ト
代
実
費
負

担
あ
り
）

募
集
要
件
・
定
員
な
ど
左
表
の

通
り

k
４
月
１
日
㈮
～
１２
日
㈫
に
専

用
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申

し
込
み
を
。
フ
ォ
ー
ム
か
ら
の

申
し
込
み
が
難
し
い
場
合
は
、

障
害
福
祉
課
へ
電
話
で
申
し
込

み
を（
希
望

ク
ラ
ス
・
氏

名
・
住
所
・

連
絡
先
・
手

話
経
験
・
在
勤
の
場
合
は
、
勤

務
先
住
所
な
ど
を
伺
い
ま
す
）

l
同
課
地
域
支
援
係
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７
４
７（
m〈sho

g�
aifukushi@

city.higashiku�
rum
e.lg.jp

〉も
可
）

障
害
・
難
病
等 

啓
発
事
業
補
助
金

　
市
で
は
、
平
成
２８
年
４
月
に

施
行
さ
れ
た
障
害
者
差
別
解
消

法
に
基
づ
い
て
、
障
害
者
差
別

の
解
消
の
促
進
に
つ
な
が
る
啓

発
事
業
に
対
し
、
活
動
費
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

e
障
害
者
、
難
病
患
者
な
ど
の

当
事
者
団
体
が
主
催
す
る
障
害
、

難
病
疾
患
等
の
啓
発
事
業

k
l
障
害
福
祉
課
管
理
係
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
４
７
ま
た
は

o
０４２
・
４
７
５
・
８
１
８
１

国
民
年
金
手
帳
が 

基
礎
年
金
番
号
通
知
書 

に
切
り
替
わ
り
ま
す

　
２
年
６
月
に
公
布
さ
れ
た

「
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の

た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
」に
、「
国

民
年
金
手
帳
か
ら
基
礎
年
金
番

号
通
知
書
へ
の
切
替
え
」が
盛

り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
４
年
４
月
１
日
か
ら
国

民
年
金
手
帳
の
新
規
発
行
は
廃

止
さ
れ
、
年
金
の
諸
手
続
き
に

は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
が
使

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
４

年
４
月
１
日
以
降
に
新
た
に
国

民
年
金
や
厚
生
年
金
保
険
に
加

入
す
る
人
に
は
、
基
礎
年
金
番

国
民
年
金

だ
よ
り

号
通
知
書
が
送
付
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
現
行
の

年
金
手
帳
は
、
基
礎
年
金
番

号
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と

し
て
引
き
続
き
使
用
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
紛
失
・
棄
損

し
て
も
年
金
手
帳
は
再
交
付

さ
れ
ず
、
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

l
武
蔵
野
年
金
事
務
所
☎
０

４
２
２
・
５
６
・
１
４
１
１

表　手話講習会受講生の募集要件など
クラス 募集要件 回数 定員

入門クラス 初めて手話を学ぶ方 ３０回 ２０人程度（応募多数の場合は抽選）
基礎クラス 入門クラス修了または同程度の方 ３０回 １５人程度（応募多数の場合は抽選）

応用クラス おおよそ２年以上の学習者で基礎クラス修了程度
の方 ３０回 １５人程度（選考試験あり）

実践クラス
おおよそ３年以上の学習者で、応用クラス修了程
度かつ次回実施する手話通訳者登録試験を受け、
合格した場合には、手話通訳として活動できる方

３５回 １０人程度（選考試験あり）

※応用クラス・実践クラスの選考試験は４月１６日㈯です。詳細は申し込み者に通知します。
※いずれのクラスも、再受講可（令和２年度受講生優先）。

障害者福祉事業
タクシー代・ガソリン費
の助成

表１　福祉タクシー事業・ガソリン費助成事業の対象・内容など
区分 福祉タクシー事業 ガソリン費助成事業

対象 ①身体障害者手帳１・２級（内部障害は３級）
②愛の手帳１・２度

助成内容 ６カ月間上限１万円 ３カ月間上限８，２５０円
（１ℓにつき５５円。１５０ℓまで）

請求方法 請求書に領収書・レシートを添付して提出
請求月 ４月・１０月 ４月・７月・１０月・１月

申請に
必要なもの

①身体障害者手帳または愛の手帳
②認め印（スタンプ式は不可）
③本人の口座が分かるもの
④車検証（ガソリン費助成申請の場合のみ）
　※登録車両は本人または同居親族の車両のみ。
⑤�令和３年度課税（非課税）証明書（転入などで東久留米市で所得確認ができない方のみ）

　市では、市内在住で障害者手帳を
お持ちの方を対象に、タクシー代ま
たはガソリン費を助成しています。
ce右表１参照
i所得制限があります（右表２参照）。
施設入所している方、入院している
方は受給できません
k直接障害福祉課（市役所１階）で申
請を
l同課管理係☎０４２・４７０・７７４７
またはo０４２・４７５・８１８１

表２　福祉タクシー事業・ガソリン費助成事業の所得制限限度額
扶養親族数 所得制限限度額 扶養親族数 所得制限限度額

０人 ４７３万５,０００円 ３人 ６０３万８,０００円
１人 ５１６万８,０００円 ４人 ６４７万３,０００円
２人 ５６０万３,０００円 ５人 ６９０万８,０００円

※扶養親族数６人以降は１人増すごとに４３万５,０００円を加算します。
※ガソリン費助成は世帯全員の所得確認が必要です。

同財団n

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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高齢者・福祉子どもと教育

専用申し込み
フォーム



住
環
境

耐
震
相
談
会

　
市
で
は
年
６
回
、
無
料
耐
震

相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。
同
相

談
会
は
、
相
談
者
が
持
参
し
た

図
面
を
も
と
に
住
宅
の
簡
易
診

断
な
ど
を
行
う
も
の
で
す
。

a
b
右
下
表
の
通
り
、
時
間
は

い
ず
れ
も
午
後
２
時
～
４
時
。

市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば
で

　
※
な
お
、
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、
４
月
８
日
㈮
は
電
話
相

談
と
な
り
ま
す
。
最
新
の
情
報

は
市
n
な
ど
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

相
談
員
東
久
留
米
建
築
設
計
協

会
会
員

g
無
料

k
各
相
談
日
の
前
日
ま
で
に
、

電
話
で
同
協
会
事
務
局（
桑
原

建
築
設
計
事
務
所
）☎
０４２
・
４

７
６
・
１
５
１
５
へ

　
※
当
日
受
け
付
け
も
可
能
で

す
が
、
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
図
面
な

ど
が
あ
れ
ば
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

l
施
設
建
設
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
５
６

架
空
請
求
詐
欺
に
注
意

　
契
約
し
て
い
な
い
業
者
な
ど

か
ら
の
突
然
の
解
約
金
請
求
や
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た

ウ
イ
ル
ス
感
染
対
処
金
な
ど
を

名
目
と
し
た
架
空
請
求
詐
欺
が

増
加
し
て
お
り
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
電
子
マ
ネ
ー
を

購
入
さ
せ
ら
れ
る
被
害
が
、
今

年
は
目
立
っ
て
い
ま
す
。

　
「
料
金
未
納
。
支
払
わ
な
け

れ
ば
裁
判
を
起
こ
す
」「
プ
リ
ペ

イ
ド
カ
ー
ド
を
購
入
し
て
、
番

号
を
知
ら
せ
る
よ
う
指
示
」。

１
つ
で
も
該
当
す
れ
ば
、
そ
れ

は
詐
欺
で
す
。
迷
わ
ず
、
１
１

０
番
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

l
警
視
庁
田
無
警
察
署
☎
０４２
・

４
６
７
・
０
１
１
０

正
し
い
救
急
車
の�

利
用
方
法
を
知
ろ
う

　
「
４４
秒
に
１
回
」と
は
、
な
ん

の
数
字
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は

令
和
２
年
中
に
東
京
消
防
庁
の

救
急
車
が
出
場
し
た
頻
度
で
す
。

救
急
車
の
適
正
利
用
救
急
出
場

件
数
が
多
く
な
る
と
現
場
へ
の

到
着
時
間
が
遅
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
救
え
る
命
を
救
う
た
め
に
、

適
正
に
救
急
車
を
利
用
し
、
自

分
で
病
院
に
行
け
る
場
合
は
、

自
家
用
車
や
公
共
交
通
機
関
な

ど
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
緊
急
性
が

あ
る
と
思
っ
た

時
は
、
迷
わ
ず

１
１
９
番
通
報

し
て
く
だ
さ
い

迷
っ
た
と
き
は
判
断
に
迷
っ
た

場
合
や
救
急
病
院
の
情
報
を
知

り
た
い
場
合
は
、
東
京
消
防
庁

救
急
相
談
セ
ン
タ
ー
☎
＃
７
１

１
９
ま
た
は
☎
０４２
・
５
２
１
・

２
３
２
３（
同
セ
ン
タ
ー
多
摩

地
区
）へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い（
相

談
医
療
チ
ー
ム〈
医
師
・
看
護

師
・
救
急
隊
経
験
者
な
ど
〉が

２４
時
間
、
年
中
無
休
で
対
応
）

k
l
東
久
留
米
消
防
署
救
急
係

☎
０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９

◎
東
京
消
防
庁
公
式
ア
プ
リ

　
消
防
や
救

急
の
知
り
た

い
情
報
を
手

軽
に
入
手
で

き
ま
す
。

石
綿（
ア
ス
ベ
ス
ト
）�

含
有
建
材
有
無
に
係
る

事
前
調
査
結
果
の
報
告

義
務
化

　
建
物
の
解
体
工
事
な
ど
に
お

け
る
石
綿
飛
散
防
止
対
策
の
一

層
の
強
化
を
図
る
た
め
、
大
気

汚
染
防
止
法
の
一
部
が
改
正
さ

れ
順
次
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

４
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
石
綿

含
有
建
材
有
無
に
係
る
事
前
調

査
結
果
の
都
道
府
県
な
ど
へ
の

報
告
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　
※
報
告
は

「
石
綿
事
前

調
査
報
告
シ

ス
テ
ム
」か

ら
行
い
ま
す
。

◎
大
気
汚
染
防
止
法
の
主
な
改

正
点

　
▼
３
年
４
月
１
日
か
ら（
施

行
済
）＝
規
制
対
象
建
材
の
拡

大（
レ
ベ
ル
３
＝
石
綿
含
有
成

形
板
等
の
追
加
）、
作
業
基
準

や
罰
則
の
拡
大
な
ど
▼
４
年
４

月
１
日
か
ら
＝
事
前
調
査
結
果

の
都
道
府
県
な
ど
へ
の
報
告
義

務
化
▼
５
年
１０
月
１
日
か
ら
＝

事
前
調
査
の
有
資
格
者
な
ど
に

よ
る
実
施
の
義
務
化

　
詳
細
は
都

環
境
局
n

（
ア
ス
ベ
ス

ト
情
報
サ
イ

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

l
▼
環
境
省
水
・
大
気
環
境
局

大
気
環
境
課
☎
０３
・
３
５
８
１

・
３
３
５
１
▼
都
多
摩
環
境
事

務
所
環
境
改
善
課
☎
０４２
・
５
２

３
・
０
２
３
８
▼
市
環
境
政
策

課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
５
３

ご
み
の
収
集
日

　
ご
み
と
資
源
物
は
、
決
め
ら

れ
た
収
集
日
の
当
日
、
午
前
８

時
半
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
土
曜
・
日
曜
日
の
収
集
は
お

休
み
で
す
。
小
型
廃
家
電
類
を

除
く
全
品
目
が
戸
別
収
集
で
す
。

◎
平
日
の
ご
み
収
集
日

� 地区

曜日

東地区 西地区
上の原、神宝町、金山町、
氷川台、大門町、東本町、
新川町、浅間町、学園町、
ひばりが丘団地、本町、
南沢、中央町

小山、幸町、前沢、南町、
滝山、下里、柳窪、
野火止、八幡町、弥生

月 容器包装プラスチック
・PETボトル 燃やせるごみ・びん

火 燃やせるごみ・びん 容器包装プラスチック
・PETボトル

水 燃やせないごみ・有害ごみ 燃やせないごみ・有害ごみ
木 缶・紙類・布類 燃やせるごみ・びん
金 燃やせるごみ・びん 缶・紙類・布類

◎
ご
み
の
収
集
日
な
ど
の
確
認

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　
ご
み
収
集
日
や
分
別
な
ど
の

ご
み
出
し
ル

ー
ル
は
市
n

で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

l
ご
み
対
策
課
☎
０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
７（
粗
大
ご
み
の
申

し
込
み
は
☎
０４２
・
４
７
３
・
２

１
１
８
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
）

お
知
ら
せ

市
の
計
画
の
策
定・改
訂

①「
東
久
留
米
市
国
土
強
靱
化

地
域
計
画
」策
定

　
国
土
強
靱
化
地
域
計
画
と
は
、

大
規
模
自
然
災
害
が
発
生
し
て

も
致
命
的
な
被
害
を
負
わ
な
い

強
さ
と
、
被
災
後
も
速
や
か
に

回
復
す
る
し
な
や
か
さ
を
も
っ

た
地
域
の
構
築
を
目
指
す
も
の

で
す
。
市
で
は
、
２
月
に
同
計

画
を
策
定
し
ま
し
た
。
今
後
、

同
計
画
の
指
針
の
下
、
市
の
持

続
的
な
発
展
を
図
る
た
め
、
強

靱
な
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い

き
ま
す
。

②「
東
久
留
米
市
地
域
防
災
計

画
」改
訂

　
地
域
防
災
計
画
と
は
、「
災
害

対
策
基
本
法
」第
４２
条
お
よ
び

「
東
久
留
米
市
防
災
会
議
条
例
」

第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
東
久
留
米
市
防
災
会
議
が
作

成
す
る
計
画
で
あ
り
、
市
・
都

・
指
定
地
方
行
政
機
関
な
ど
が
、

災
害
の
予
防
、
応
急
・
復
旧
対

策
お
よ
び
復
興
を
実
施
す
る
こ

と
に
よ
り
、
災
害
か
ら
市
民
の

生
命
、
身
体
お
よ
び
財
産
を
保

護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。
市
で
は
、
２
月
に
同
計

画
を
改
訂
し
ま
し
た
。
今
後
も

同
計
画
の
下
、
各
関
係
機
関
と

の
連
携
を
強
化
し
、
市
の
防
災

力
向
上
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

③「
東
久
留
米
市
国
民
保
護
計

画
」改
訂

　
国
民
保
護
計
画
と
は
、
大
規

模
テ
ロ
な
ど
か
ら
市
が
迅
速
か

つ
的
確
に
市
民
を
保
護
す
る
た

め
の
計
画
で
す
。
市
で
は
、
２

月
に
同
計
画
を
改
訂
し
ま
し
た
。

今
後
も
同
計
画
の
下
、
ウ
ィ
ズ

コ
ロ
ナ
で
の
訓
練
の
具
現
化
な

ど
を
通
じ
て
、
関
係
機
関
と
の

連
携
を
強
化
し
、
市
民
の「
安

全
・
安
心
」を
推
進
し
て
い
き

ま
す
。

《
①
～
③
共
通
事
項
》

閲
覧
場
所
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
１
階
）、
中
央
・
滝
山

・
東
部
・
ひ
ば
り
が
丘
の
各
図

書
館

　
※
市
n
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。

l
防
災
防
犯
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
６
９

平
和
へ
の
想
い
を
込
め
た�

千
羽
鶴
を
受
け
付
け
て

い
ま
す

　
市
で
は
平
和
事
業
と
し
て
、

原
爆
が
投
下
さ
れ
た
広
島
市
と

長
崎
市
に
、
平
和
へ
の
想
い
を

込
め
た
千
羽
鶴
を
毎
年
７
月
末

に
届
け
て
い
ま
す
。
千
羽
鶴
は

年
間
を
通
し
て
受
け
付
け
て
い

ま
す
が
、
今
年
は
６
月
１５
日
㈬

ま
で
に
い
た
だ
い
た
千
羽
鶴
を

７
月
上
旬
～
中
旬（
予
定
）に
市

役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば
で
展
示

し
た
後
、
広
島
市（
平
和
記
念

公
園
）と
長
崎
市（
長
崎
原
爆
資

料
館
）に
届
け
ま
す
。

受
付
時
間
平
日
の
午
前
８
時
半

～
午
後
５
時
１５
分（
正
午
～
午

後
１
時
を
除
く
）

受
付
場
所
総
務
課（
市
役
所
４

階
）

i
千
羽
鶴
は
必
ず
糸
に
つ
な
が

れ
た
状
態
で
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
糸
に
つ
な
が
れ
て
い
な
い

折
り
鶴
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

んj
折
り
紙
が
必
要
な
方
は
、
同

課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い（
数
に

限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
）

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

１
４自

治
会
活
動
の
ご
案
内

◎
身
近
な
暮
ら
し
を
支
え
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク

　
自
治
会
は
個
人
で
は
対
処
す

る
こ
と
が
難
し
い
災
害
時
の
助

け
合
い
や
防
犯
対
策
な
ど
を
行

い
、
地
域
の
繋
が
り
を
深
め
活

性
化
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を

し
て
い
ま
す
。
市
内
に
は
約
１

２
０
の
自
治
会
が
あ
り
ま
す
。

加
入
は
任
意
で
す
が
、
地
域
に

住
む
人
々
が
交
流
を
深
め
、
よ

り
よ
い
地
域
作
り
を
す
る
た
め

に
も
ぜ
ひ
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

　
自
治
会
の
活
動
形
態
は
地
域

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
加
入

を
お
考
え
の
場
合
は
お
近
く
の

代
表
者
ま
た
は
役
員
に
申
し
出

の
上
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
代
表
者
や
役
員
が
分
か
ら

な
い
場
合
は
生
活
文
化
課
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
３
８
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
自
治
会
の
登
録

　
市
で
は
自
治
会
活
動
に
対
す

る
支
援
を
行
う
た
め
、
自
治
会

の
登
録
を
行
っ
て
い
ま
す
。
登

録
す
る
と
、
自
治
会
補
助
金
の

対
象
に
な
る
な
ど
の
支
援
を
受

け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
自
治

会
を
作
り
た
い
方
、
ま
た
は
市

へ
の
登
録
を
し
て
い
な
い
自
治

会
の
方
は
、
同
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

l
同
課

✿春の春の全国交通安全運動全国交通安全運動✿

耐震相談会
年間日程

４年４月８日㈮
６月１０日㈮
８月５日㈮
１０月１４日㈮
１２月９日㈮

５年２月１０日㈮

　春の全国交通安全運動が４月６日㈬～１５日㈮の１０日間、「世界一の交
通安全都市TOKYOを目指して」をスローガンに実施されます。
　今回は、①子どもを始めとする歩行者の安全の確保②歩行者保護や飲
酒運転根絶などの安全運転意識の向上③自転車の交通ルール遵守の徹底
と安全確保④二輪車の交通事故防止の４点を重点に運動を推進します。
市内でも期間中は、市交通安全協会を中心に交差点での安全指導を行い
ます。
◎４月１０日は「交通事故死ゼロを目指す日」です
　記録の残る昭和４３年以降、国内で交通事故による犠牲者が無い日は、
１日もありません。交通事故を未然に防ぐためには、交通ルールを守り、
交通マナーを実践することが不可欠です。今後も一人ひとりが交通安全
に対する意識を持って、交通事故死ゼロを目指していきましょう。
l田無警察署☎０４２・４６７・０１１０または市管理課管理調整担当☎０４２
・４７０・７７６４

東京消防庁n

同運動のポスター

都環境局n市n

同システム

昨年の掲示の様子

4．4．1 4

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

お知らせ住環境



つ
な
が
る
カ
フ
ェ
特
別
版

　
毎
月
第
２
木
曜
日
に
開
催
し

て
い
る
、
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え

て
い
る
女
性
向
け
の
交
流
の
場

「
つ
な
が
る
カ
フ
ェ
」の
特
別
版

を
開
催
し
ま
す
。

　
生
き
づ
ら
さ
や
働
き
づ
ら
さ
、

自
立
に
つ
い
て
の
悩
み
な
ど
を

み
ん
な
と
共
有
し
て
み
ま
せ
ん

か
。
途
中
参
加
・
退
室
も
ご
自

由
に
ど
う
ぞ
。

a
４
月
２４
日
㈰
午
後
２
時
〜
４

時b
市
役
所
７
階
７
０
４
会
議
室

c
参
加
者
の
皆
さ
ん
と
の
対
話
、

当
事
者
で
あ
る
ゲ
ス
ト
の
方
か

ら
家
や
職
場
と
は
異
な
る
新
た

な
居
場
所（
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
）

へ
の
想
い
を
伺
い
ま
す

e
２０
代
後
半
〜
４０
代
前
半
の
シ

ン
グ
ル
女
性

f
１５
人（
要
申
し
込
み
）

g
無
料

k
４
月
１
日
㈮
か
ら
、
専
用
申

し
込
み
フ
ォ
ー
ム
、
m（fifty２ 

@
city.higashikurum

e.
lg.jp

）で
男

女
平
等
推
進

セ
ン
タ
ー
宛

て
送
信
を

l
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７
２

・
０
０
６
１（
市
役
所
２
階〈
平

日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
〉）

「
発
見W

ALK W
ALK 

東
久
留
米
」で
イ
ベ
ン
ト
を 

Ｐ
Ｒ
し
ま
せ
ん
か

　
市
で
は
、
多
く
の
方
に
地
域

の
イ
ベ
ン
ト
を
楽
し
ん
で
い
た

だ
く
た
め
に
、
市
内
で
開
催
さ

れ
る
イ
ベ
ン
ト
を
市
n
や
市
公

式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
Ｐ
Ｒ
す
る
事
業

「
発
見W

ALK W
ALK

東
久
留

米
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
に
Ｐ
Ｒ
し
て
き
た
イ
ベ

ン
ト
は
大
盛
況
で
、
市
全
体
の

活
性
化
に
も
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

今
後
も
市
を
盛
り
上
げ
る
た
め

に
、
同
事
業
を
利
用
し
て
イ
ベ

ン
ト
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
せ
ん
か
。

k
Ｐ
Ｒ
し
た
い
イ
ベ
ン
ト
の
開

催
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
市
n

で
取
得
で
き
る
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
必
要
書
類

を
添
付
し
て
健
康
課（
わ
く
わ

く
健
康
プ
ラ

ザ
）ま
た
は

産
業
政
策
課

（
市
役
所
６

階
）へ
提
出（
詳
細
は
市
n
で
）

l
産
業
政
策
課
振
興
企
画
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
４
３

職
員
募
集

学
童
保
育
所
職
員 

募
集
説
明
会

a
４
月
５
日
㈫
午
前
１０
時
か
ら

（
３０
分
程
度
）

b
市
役
所
６
階
６
０
２
会
議
室

c
学
童
保
育
所
に
つ
い
て
、
児

童
厚
生
員（
会
計
年
度
任
用
職

員
・
ア
シ
ス

タ
ン
ト
職
）

の
仕
事
の
内

容
、
応
募
資

格
、
現
在
の

募
集
状
況
な

ど
に
つ
い
て

e
児
童
厚
生

員
の
仕
事
に
興
味
の
あ
る
方

k
当
日
会
場
で

l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
５

学
童
保
育
所
職
員

　
学
童
保
育
所
の
児
童
厚
生
員

（
会
計
年
度
任
用
職
員
・
ア
シ

ス
タ
ン
ト
職
）を
募
集
し
ま
す
。

任
用
期
間
４
年
５
月
１
日
〜
５

年
３
月
３１
日（
５
年
４
月
１
日

以
降
は
条
件
付
き
で
再
度
任
用

の
場
合
あ
り
）

勤
務
時
間
月
曜
〜
土
曜
日（
祝

日
を
除
く
）、
月
７５
時
間（
変
則

勤
務
有
り
）。
午
前
８
時
１５
分

〜
午
後
６
時
の
間
で
、
４
〜
７

時
間
の
シ
フ
ト
勤
務

勤
務
内
容
学
童
保
育
所
に
お
け

る
児
童
の
育
成
支
援
の
補
助
な

ど募
集
人
数
若
干
名

報
酬
な
ど
時
給
１
０
７
０
円

（
別
途
、
交
通
費
相
当
額
と
期

末
手
当
の
支
給
は
市
の
規
定
に

よ
る
）

応
募
書
類
市
販
履
歴
書（
写
真

添
付
）

k
４
月
１５
日
㈮
ま
で
の
月
曜
〜

金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）の
午
前

８
時
半
〜
午
後
５
時（
正
午
〜

午
後
１
時
を
除
く
）に
、
応
募

書
類
を
直
接
児
童
青
少
年
課
児

童
青
少
年
係（
市
役
所
２
階
）へ

持
参
を
。
書
類
選
考
後
、
面
接

の
上
決
定
。
提
出
さ
れ
た
履
歴

書
は
返
却
し
ま
せ
ん

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
５

官
公
署

　
な
ど

「
令
和
４
年
度
地
域
の 

底
力
発
展
事
業
助
成
」 

申
請
事
業
募
集

　
都
で
は
、
地
域
活
動
の
担
い

手
で
あ
る
町
会
・
自
治
会
が
主

催
し
て
行
う
地
域
の
課
題
を
解

決
す
る
た
め
の
取
り
組
み（
催

し
・
活
動
な
ど
）を
支
援
す
る

た
め
、
事
業
助
成
を
行
っ
て
い

ま
す
。

助
成
対
象
都
内
に
所
在
す
る
町

会
・
自
治
会

対
象
事
業（
Ａ
）地
域
の
課
題
解

決
の
た
め
の
取
り
組
み

（
Ｂ
）都
が
取
り
組
む
特
定
施
策

の
推
進
に
つ
な
が
る
取
り
組
み

４
区
分（「
防
災
・
節
電
活
動
」

「
青
少
年
健
全
育
成
活
動
」「
高

齢
者
等
の
見
守
り
活
動
」「
防
犯

活
動
」）

（
Ｂ

−

Ｓ
）都
が
緊
急
に
取
り
組

む
べ
き
特
定
施
策
の
推
進
に
つ

な
が
る
取
り
組
み（「
多
文
化
共

生
社
会
づ
く
り
」「
デ
ジ
タ
ル
活

用
支
援
」）

（
Ｃ
）複
数
の
単
一
町
会
・
自
治

会
が
共
同
し
て
実
施
す
る
地
域

の
課
題
解
決
の
た
め
の
取
り
組

み（Ｄ
）単
一
町
会
・
自
治
会
が
他

の
地
域
団
体
と
連
携
し
て
実
施

す
る
地
域
の
課
題
解
決
の
た
め

の
取
り
組
み

募
集
期
間（
事
前
相
談
期
間
）

４
月
１
日
㈮
〜
５
月
１６
日
㈪
、

６
月
１
日
㈬

〜
８
月
１２
日

㈮
、
９
月
１

日
㈭
〜
１０
月

２１
日
㈮

　
※
詳
細
は
都
生
活
文
化
局
n

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

k
l
同
局
都
民
生
活
部
地
域
活

動
推
進
課
☎
０３
・
５
３
８
８
・

３
１
６
６

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
電
子
納
税
が 

大
変
便
利
で
す

　
地
方
税
共
通
納
税
シ
ス
テ
ム

で
の
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
電
子
納
税
が

大
変
便
利
で
す
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
な
ど
で
の
納
税
に
加
え
て
、

事
前
に
登
録
し
た
口
座
か
ら
引

き
落
と
し
が
で
き
る
ダ
イ
レ
ク

ト
納
付
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、

全
国
の
自
治
体
に
一
括
で
納
税

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
ま
た
、

３
年
１０
月
か
ら
都
民
税
利
子
割

・
都
民
税
配

当
割
・
都
民

税
株
式
等
譲

渡
所
得
割
の

納
入
が
可
能

と
な
り
ま
し

た
。

　
詳
細
は
ｅ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
n

を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

l
立
川
都
税
事
務
所
☎
０４２
・
５

２
３
・
３
１
７
１

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
」

「
行
事
保
険
」の
加
入
手

続
き（
４
年
度
版
）

　
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
」は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
中
の「
傷

害
保
険
」と「
賠
償
責
任
保
険
」

を
セ
ッ
ト
に
し
た
保
険
で
す
。

市
社
会
福
祉
協
議
会
ま
た
は
中

央
町
地
区
セ
ン
タ
ー
で
手
続
き

が
で
き
ま
す
。
３
年
度
に
加
入

し
た
同
保
険
は
、
４
年
３
月
末

日
で
補
償
期
間
が
終
了
し
ま
し

た
。
４
月
以
降
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、

新
た
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
他
に
も
、
市
民
活
動
団
体
の

主
催
行
事
を
対
象
と
し
た「
行

事
保
険
」「
行
事
保
険（
当
日
参

加
対
応
型
）」も
あ
り
ま
す
。
各

行
事
保
険
は
、
３
カ
月
先
の
末

日
開
催
の
行
事
ま
で
加
入
可
能

で
す
。
ま
た
、
今
年
度
よ
り
、

行
事
保
険
の
保
険
料
が
一
部
変

更
に
な
り
ま
す
。
保
険
料
を
振

り
込
む
前
に
必
ず
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

l
加
入
手
続
き
に
関
す
る
詳
細

は
市
社
会
福
祉
協
議
会
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７

５
・
０
７

３
９
、
補

償
内
容
な

ど
保
険
の

内
容
に
関

す
る
詳
細

は
有
限
会

社
東
京
福
祉
企
画（
東
京
都
社

会
福
祉
協
議
会
指
定
保
険
代
理

店
）☎
０３
・
３
２
６
８
・
０
９

１
０

会 員 募 集
◆健康野球ブラックキャッツ＝a毎週木
曜日午前 ８ 時半〜正午b滝山球場g会費
月１，０００円他j球春６０歳から７５歳まで健
康で投攻走守で野球好き仲間と楽しみま
せんか。見学可l佐藤☎０９０・８００６・
７８２３
◆太極拳若葉の会＝a月 ３ 回。月曜日午
前１０時〜正午b西部地域センター、わく
わく健康プラザg入会金５００円、会費月１，
５００円j太極拳のゆっくりと気持ちのい
い動きで、転倒予防と免疫力アップをl
塩澤☎０４２・４７２・９６８８
◆少年サッカー（東久留米キッカーズ）＝
a月 ８ 回。毎週土曜・日曜日（時間はお
問い合わせください）b第三小学校、西
部運動広場他g入会金幼児１，０００円、小
学生３，０００円、会費幼児２，０００円、 １ ・ ２
年生３，５００円、 ３ 〜 ６ 年生４，５００円j幼児
〜小学 ６ 年生が対象l高橋☎０８０・１１５４
・３１５６
◆仙武館空手教室（松

しょう

濤
とう

館
かん

流
りゅう

）＝a毎週日
曜日の午前１０時〜午後 ０ 時半他b南町小
学校体育館g入会金５，０００円、会費月３，

０００円j小学生以上が対象。体験入門か
ら始められて納得の上でご入会ください
l土居☎０４２・４７５・９３７５
◆カントリーダンス（メダカの会）＝a毎
週火曜日午前 ９ 時〜１１時半b西部地域セ
ンターg会費月４００円他jカントリーダ
ンス会員募集。見学大歓迎。講師はメダ
カの会・井上由美子l谷口☎０８０・１１９７
・６２４２
◆空手教室（公式ルール派）＝ab毎週月
曜日が神宝小学校、火曜日が南町小学校、
木曜日が第一小学校、金曜日が東部地域
センター、いずれも午後 ６ 時〜 ８ 時。日
曜日が市民プラザホール、午前１０時〜正
午g入会金１，０００円、会費月３，０００円、家
族割引ありj ２ 歳児から高齢者までが対
象。基礎から無理なく指導。無料体験あ
りl依

より

岡
おか

☎０９０・３２２３・９４６７
◆М

エムツー

²スポーツ新体操＝a毎週金曜日午
後 ３ 時半〜 ７ 時bわくわく健康プラザg
入会金１，０００円、会費月４，５００円j学年別
にリボンやボールなど曲に合わせて楽し
く練習していますl黒澤☎０９０・１２００・
６５９９
◆ユニカール（つわぶき）＝a月 ４ 回。金
曜日午後 １ 時〜 ５ 時他b青少年センター
g会費月５００円j見学可。体験もできま
すl坂本☎０９０・３１４９・３６０６

◆アップル英会話＝a月 ３ 回。土曜日午
前１０時〜１１時半b市民プラザ会議室他g
入会金１，０００円、会費月４，０００円他j英国
人講師による中級英会話学習。楽しい会
話で英語力アップ。見学可l秋山☎０９０
・９８３２・６２４８
◆カラオケ（ウイング）＝a月 ３ 回。木曜
日午後 ０ 時４０分〜 ３ 時半他b生涯学習セ
ンター他g入会金１，０００円、会費月２，０００
円jカラオケで楽しく歌って笑顔。カラ
オケ内蔵機器での練習予定ありl富田☎
０４２・４４６・８４７５
◆マージャン（アザミの会）＝a毎週水曜
日午後 ０ 時半〜 ５ 時b滝山団地西集会所
g会費月１，０００円j高齢者向けの健康マ
ージャンl永田☎０４２・４７７・８４７７
◆詩吟（令和吟詠会）＝a毎月第 １ ・第 ２
・第 ４ の月曜・火曜・木曜・金曜日の活
動日の中から ２ 回選択、いずれも午前１０
時〜正午他b生涯学習センター他g入会
金１，０００円、会費月１，０００円他j詩吟とは
？発声から吟詠まで。健康吟詠、吟

ぎん

友
とも

を
作ろうl笹本☎０９０・３５２３・５２３１

催 し
◆テーマ「四季のいろどり」写真展（なご
みの会）＝a ４ 月１６日㈯〜２０日㈬午前１０
時〜午後 ５ 時（最終日は午後 ４ 時まで）b

スペース１０５（市役所向かい）g無料j桜
の作品を出展l清水☎０４２・４４９・８２２９
◆スプリングコンサート第 ８ 回（ASA　
music）＝a ４ 月 ９ 日㈯午後 ５ 時開場、
５ 時半開演b成美教育文化会館g一般３，
０００円、１８歳以下１，５００円、未就学児５００
円j毎年恒例の演奏会。クラシックから
日本の歌、タンゴまでl屋敷☎０８０・
５３７３・４３７２
◆生活なんでも相談会（東久留米生活と
健康を守る会）＝a ４ 月１３日㈬午後 １ 時
半からb生涯学習センター集会学習室 ３
g無料j生活保護、国保、介護、共同墓
所のことなどなんでも相談会ですl乾

いぬい

☎
０８０・１２１０・５２８６
◆講演会「量子コンピューターの開く未
来（仮）」（慶応義塾東久留米三田会）＝a
４ 月１６日㈯午後 ２ 時開場、 ２ 時半開演b
成美教育文化会館 １ 階ギャラリーg無料
j講師は山本直樹（慶応義塾大学理工学
部教授）l島崎☎０４２・４７８・７２７０

市 民 伝 言 板

専用申し込み
フォーム

市n

eLTAXn

都生活文化局n

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどを中止・変更する場合があります。最新の情報は、市 または直接、イベントなどのお問い合わせ先にご確認ください。
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お知らせ 官公署など職員募集
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